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（救急病院等における勤務医の
働き方改革関係）
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１．救急医療に係る実績として、救急用の自動車又は救急医療用ヘリコプターによる搬送受入件数が年間で2000件以上であること。

２．病院の医療従事者の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制として、次の体制を整備していること。
・病院勤務医の勤務状況の把握とその改善の必要性等について提言するための責任者を配置すること
・多職種からなる役割分担推進のための委員会又は会議を設置し、計画を作成すること 等

救急病院等における勤務医の働き方改革への特例的な対応について

診療報酬の対象要件のイメージ （公費ベース126億円）

１．補助の対象となる医療機関は、以下のような都道府県知事が認める医療機関を想定。
・救急車受入件数が1000台以上2000台未満であり、地域医療に特別な役割がある医療機関
・救急車受入件数が1000台未満のうち、
－ 夜間・休日・時間外入院件数が500件以上で、地域医療に特別な役割がある医療機関
－ 離島、へき地等で、同一医療圏に他に救急対応可能な医療機関が存在しないなど、特別な理由の存在する医療機関

・地域医療の確保に必要な医療機関であって、
－ 周産期医療、小児救急医療機関、精神科救急等、公共性と不確実性が強く働く医療を提供している場合

－ 脳卒中や心筋梗塞等の心血管疾患の急性期医療を担う医療機関であって一定の実績と役割がある場合など、５疾病５事
業で重要な医療を提供している場合

・その他在宅医療において特に積極的な役割を担う医療機関

２．基金の交付要件として、追加的健康確保措置に取り組み、かつ、時短計画を定めるなどを条件に交付する。

３．上記の総合的な取組に要する、ＩＣＴ等機器、休憩室整備費用、改善支援アドバイス費用、短時間勤務要員の確保経費等をパッ
ケージとして補助。

基金事業の対象要件のイメージ （公費ベース143億円）

○ 令和２年度の診療報酬改定においては、過酷な勤務環境となっている救急医療体制における重
要な機能を担う医療機関（具体的には年間救急車等受入2000台以上）について、地域医療の確保
を図る観点から評価を行うことを検討。

〇 一方、地域医療介護総合確保基金においては、診療報酬の対象とならない医療機関（Ｂ水準相
当）を対象として、地域医療に特別な役割があり、かつ過酷な勤務環境となっている医療機関につ
いて、医師の労働時間短縮のための体制整備に関する支援を行う。

金額は令和２年度予算案 3



（重症度、医療・看護必要度関係）
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5

施設
数

50%tile値
（現在 / 見直し後）

25%tile値
（現在 / 見直し後）

10%tile値
（現在 / 見直し後）

施設基準
（現在）

急性期一般１ 891 35.8% / 32.7% 33.5% / 30.3% 32.2% / 28.5%

30%
（うち許可病床数

200床未満）
264 37.3% / 33.5% 34.4% / 30.2% 32.6% / 27.8%

（うち許可病床数
200床以上）

627 35.2% / 32.3% 33.3% / 30.4% 32.1% / 28.6%

急性期一般４ 369 34.5% / 26.4% 31.2% / 22.9% 28.6% / 19.6% 27%

急性期一般５ 351 27.4% / 25.5% 24.4% / 21.7% 22.5% / 18.8% 21%

急性期一般６ 204 21.5% / 21.4% 18.3% / 18.4% 16.8% / 16.3% 15%

特定機能病院一般７対１ 44 31.5% / 31.7% 30.6% / 30.5% 30.1% / 29.4% 28%

必要度Ⅰ

施設
数

50%tile値
（現在 / 見直し後）

25%tile値
（現在 / 見直し後）

10%tile値
（現在 / 見直し後）

施設基準
（現在）

急性期一般１ 200 32.2% / 32.5% 29.9% / 29.7% 27.7% / 27.9%

25%
（うち許可病床数

200床未満）
29 31.9% / 31.9% 28.3% / 28.9% 26.8% / 22.8%

（うち許可病床数
200床以上）

171 32.2% / 32.7% 30.1% / 29.8% 28.2% / 28.3%

急性期一般４ 36 29.2% / 26.8% 25.3% / 23.1% 23.3% / 18.5% 22%

急性期一般５ 32 23.0% / 23.8% 20.7% / 20.6% 18.6% / 17.9% 17%

急性期一般６ 9 17.7% / 16.5% 16.7% / 15.4% - 12%

特定機能病院一般７対１ 13 30.5% / 31.9% 28.0% / 28.7% 25.0% / 24.5% 23%

シミュレーション結果（必要度Ⅰ・Ⅱ×各入院料）
○ 急性期一般入院料１、４～６及び特定機能病院入院基本料（一般病棟７対１）を算定する病棟のうち、重症度、医療・看護

必要度Ⅰ・Ⅱの届出施設それぞれについて、全ての条件を適用した場合の該当患者割合の変化は以下のとおり。

必要度Ⅱ

※集計対象期間中の届出の変更等で評価方法を特定できない医療機関は除く



認知症ケア加算１ 認知症ケア加算２

点数（1日につき）
イ 14日以内の期間 150点 ロ 15日以上の期間 30点
（身体的拘束を実施した日は60％）

イ 14日以内の期間 30点 ロ 15日以上の期間 10点
（身体的拘束を実施した日は60％）

算定対象 認知症高齢者の日常生活自立度判定基準 ランクⅢ以上の患者（重度の意識障害のある者を除く）

主
な
算
定
要
件
・
施
設
基
準

身体的
拘束

・日頃より身体的拘束を必要としない状態となるよう環境を整える。 ・身体的拘束をするかどうかは、当該患者に関わる医師、看護師等、複数の職員で検討する。
・やむを得ず身体的拘束をする場合であっても、できる限り早期に解除するよう努める。 ・身体的拘束を避けるために家族等に対し付添いを強要するようなことがあってはならない。
・身体的拘束をするに当たっては、必要性のアセスメント、患者家族への説明と同意、記録、二次的な身体障害の予防、解除に向けた検討を行う。

病棟職員
の対応

・認知症ケアチームと連携し、病棟職員全体で以下の対応に取り組む。
① 入院前の情報収集、アセスメント、看護計画の作成。

行動、心理症状がみられる場合には、適切な環境調整や患者とのコミュニケーションの方法等について検討。
② 計画に基づき認知症症状を考慮したケアを実施、定期的に評価。

身体的拘束をした場合は、解除に向けた検討を少なくとも１日に１度実施。
③ 計画作成の段階から、退院後に必要な支援について患者家族を含めて検討。 ④ ①～③を診療録等に記載。

・当該患者が入院する病棟の看護師等は、
行動・心理症状等が出現し治療への影響が見込まれる場合に、適切な
環境調整や患者とのコミュニケーション方法等を踏まえた看護計画を作成。

・計画に基づき認知症症状を考慮したケアを実施し、評価。
・身体的拘束をした場合は、解除に向けた検討を少なくとも１日に１度実施。

職員の
配置等

・以下から構成される認知症ケアチームを設置。
ア 認知症患者の診療に十分な経験を有する専任の常勤医師（精神科５年以上、神経内科５年以上、認知症治療に係る

適切な研修の修了のいずれか）
イ 認知症患者の看護に従事した経験を５年以上有し、認知症看護に係る適切な研修（600時間以上）を修了した専任の

常勤看護師
ウ 認知症患者等の退院調整について経験のある専任の常勤社会福祉士又は常勤精神保健福祉士

・認知症ケアチームは、以下の取組を通じて認知症ケアの質の向上を図る。
① カンファレンスを週１回程度開催。 ② 各病棟を週１回以上巡回、認知症ケアの実施状況を把握。
③ 医師、看護師等からの相談に速やかに対応、助言。 ④ 認知症患者に関わる職員を対象に研修を定期的に実施。

・原則として、全ての病棟に認知症患者のアセスメントアセスメントや看護方
法等に係る適切な研修（９時間以上）を受けた看護師を複数名配置。

マニュアル
・認知症ケアチームが身体的拘束の実施基準や鎮静を目的とした薬物の適正使用等の内容を盛り込んだマニュアルを作成
し、医療機関内に配布・活用。

・身体的拘束の実施基準や鎮静を目的とした薬物の適正使用等の内容を
盛り込んだマニュアルを作成し、医療機関内に配布・活用。

院内研修
等

・認知症患者に関わる全ての病棟の看護師等が、原則として年に１回、認知症ケアチームによる研修又は院外研修を受講。 ・適切な研修を受けた看護師を中心として、病棟の看護師等に対して、研修
や事例検討会等を少なくとも年に１回実施。

届出医療機関数
及び
算定件数

【出典】保険局医療課調べ（各年７月１日時点）
※区分不明のものは除く。

180 387 517322
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認知症ケア加算１

認知症ケア加算２

区分不明

（施設） 届出医療機関数

502

2,583

3,339

認知症ケア加算の算定状況
診調組 入－１

元．１０．３（改）

6

加算１の
算定施設数

加算２の
算定施設数

加算１・加算２の
いずれかを算定する割合

急性期一般１ 370 696 70.2%

急性期一般２ 4 18 62.9%

急性期一般４ 40 298 64.4%

急性期一般５ 19 356 55.1%

急性期一般６ 9 234 48.2%

急性期一般７ 4 101 24.3%

【出典】保険局医療課調べ（平成３０年７月１日時点）
※区分不明のものは除く。
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 一般病棟用の重症度、医療・看護必要度に係る評価票

対象入院料・加算 基準

一般病棟用の
重症度、医療・看護必要度

・基準①： Ａ得点２点以上かつＢ得点３点以上
・基準②： 「Ｂ14」又は「Ｂ15」に該当する患者で
あって、Ａ得点が１点以上かつＢ得点が３点以上

・基準③： Ａ得点３点以上
・基準④： Ｃ得点１点以上

地域包括ケア病棟入院料
（地域包括ケア入院医療管理
料を算定する場合も含む）

・Ａ得点１点以上
・Ｃ得点１点以上

8

Ａ モニタリング及び処置等 ０点 １点 ２点

1
創傷処置
（①創傷の処置（褥瘡の処置を除く）、②褥瘡の処置）

なし あり －

2 呼吸ケア（喀痰吸引のみの場合を除く） なし あり －

3 点滴ライン同時３本以上の管理 なし あり －

4 心電図モニターの管理 なし あり －

5 シリンジポンプの管理 なし あり －

6 輸血や血液製剤の管理 なし あり －

7

専門的な治療・処置
（①抗悪性腫瘍剤の使用（注射剤のみ）、
②抗悪性腫瘍剤の内服の管理、
③麻薬の使用（注射剤のみ）、
④麻薬の内服、貼付、坐剤の管理、
⑤放射線治療、⑥ 免疫抑制剤の管理、
⑦昇圧剤の使用（注射剤のみ）、
⑧抗不整脈剤の使用（注射剤のみ）、
⑨抗血栓塞栓薬の持続点滴の使用、
⑩ドレナージの管理、⑪ 無菌治療室での治療 ）

なし － あり

8 救急搬送後の入院（２日間） なし － あり

Ｂ 患者の状況等 ０点 １点 ２点

9 寝返り できる 何かにつかまればできる できない

10 移乗 介助なし 一部介助 全介助

11 口腔清潔 介助なし 介助あり －

12 食事摂取 介助なし 一部介助 全介助

13 衣服の着脱 介助なし 一部介助 全介助

14 診療・療養上の指示が通じる はい いいえ －

15 危険行動 ない － ある

Ｃ 手術等の医学的状況 ０点 １点

16 開頭手術（７日間） なし あり

17 開胸手術（７日間） なし あり

18 開腹手術（４日間） なし あり

19 骨の手術（５日間） なし あり

20 胸腔鏡・腹腔鏡手術（３日間） なし あり

21 全身麻酔・脊椎麻酔の手術（２日間） なし あり

22

救命等に係る内科的治療（２日間）
（①経皮的血管内治療
②経皮的心筋焼灼術等の治療
③侵襲的な消化器治療）

なし あり

［各入院料・加算における該当患者の基準］

一般病棟用の「重症度、医療・看護必要度Ⅰ」の概要

※対象病棟の入院患者について毎日測定し、直近３ヶ月の該当患者の割合を算出。



 一般病棟用の重症度、医療・看護必要度に係る評価票

対象入院料・加算 基準

一般病棟用の
重症度、医療・看護必要度

・基準①： Ａ得点２点以上かつＢ得点３点以上
・基準②： 「Ｂ14」又は「Ｂ15」に該当する患者で
あって、Ａ得点が１点以上かつＢ得点が３点以上

・基準③： Ａ得点３点以上
・基準④： Ｃ得点１点以上

地域包括ケア病棟入院料
（地域包括ケア入院医療管理
料を算定する場合も含む）

・Ａ得点１点以上
・Ｃ得点１点以上

9

Ａ モニタリング及び処置等 ０点 １点 ２点

1
創傷処置
（①創傷の処置（褥瘡の処置を除く）、②褥瘡の処置）

なし あり －

2 呼吸ケア（喀痰吸引のみの場合を除く） なし あり －

3 点滴ライン同時３本以上の管理 なし あり －

4 心電図モニターの管理 なし あり －

5 シリンジポンプの管理 なし あり －

6 輸血や血液製剤の管理 なし あり －

7

専門的な治療・処置
（①抗悪性腫瘍剤の使用（注射剤のみ）、
②抗悪性腫瘍剤の内服の管理、
③麻薬の使用（注射剤のみ）、
④麻薬の内服、貼付、坐剤の管理、
⑤放射線治療、⑥ 免疫抑制剤の管理、
⑦昇圧剤の使用（注射剤のみ）、
⑧抗不整脈剤の使用（注射剤のみ）、
⑨抗血栓塞栓薬の持続点滴の使用、
⑩ドレナージの管理、⑪ 無菌治療室での治療 ）

なし － あり

Ｂ 患者の状況等 ０点 １点 ２点

9 寝返り できる 何かにつかまればできる できない

10 移乗 介助なし 一部介助 全介助

11 口腔清潔 介助なし 介助あり －

12 食事摂取 介助なし 一部介助 全介助

13 衣服の着脱 介助なし 一部介助 全介助

14 診療・療養上の指示が通じる はい いいえ －

15 危険行動 ない － ある

Ｃ 手術等の医学的状況 ０点 １点

16 開頭手術（７日間） なし あり

17 開胸手術（７日間） なし あり

18 開腹手術（４日間） なし あり

19 骨の手術（５日間） なし あり

20 胸腔鏡・腹腔鏡手術（３日間） なし あり

21 全身麻酔・脊椎麻酔の手術（２日間） なし あり

22

救命等に係る内科的治療（２日間）
（①経皮的血管内治療
②経皮的心筋焼灼術等の治療
③侵襲的な消化器治療）

なし あり

［各入院料・加算における該当患者の基準］

一般病棟用の「重症度、医療・看護必要度Ⅱ」の概要

※対象病棟の入院患者についてA項目及びC項目は日々の診療実績データを用い測定し、直近３ヶ月の該当患者の割合を算出。



 一般病棟入院基本料（７対１、10対１）について、入院患者の医療の必要性に応じた適切な評価を選択できる
よう、実績に応じた評価体系を導入し、将来の入院医療ニーズの変化にも弾力的に対応可能とするため、急性
期一般入院料１～７に再編する。

急性期一般入院基本料（急性期一般入院料１～７）の内容

入院料1 入院料２ 入院料３ 入院料４ 入院料５ 入院料６ 入院料７

看護職員
７対１以上
（７割以上が
看護師）

10対１以上
（７割以上が看護師）

患者割合

［ ］内は
200床未満の
経過措置

重症度、
医療・看護
必要度Ⅰ*1

30％以上
－

［27％以上］
－

［26％以上］
27％以上 21％以上 15％以上 測定していること

重症度、
医療・看護
必要度Ⅱ*2

25％以上
24％以上

［22％以上］
23％以上

［21％以上］
22％以上 17％以上 12％以上 測定していること

平均在院日数 18日以内 21日以内

在宅復帰・
病床機能連携率

８割以上 －

その他
医師の員数が入
院患者数の100
分の10以上

・入院医療等に関する調査への
適切な参加

・届出にあたり入院料１の届出実績
が必要

－

データ提出加算 ○

点数 1,650点 1,619点 1,545点 1,440点 1,429点 1,408点 1,382点

10
*１：現行方法による評価 *２：診療実績データを用いた場合の評価
［ ］内は許可病床数200床未満の一般病棟７対１入院基本料の経過措置

平成30年度診療報酬改定



 入院患者の医療の必要性に応じた適切な評価を検討するために、急性期一般入院基本料のう
ち、急性期一般入院料２及び３については、以下の施設基準を追加する。

11

一般病棟入院基本料の施設基準の見直し

■ 届出前３月において以下の算定実績が必要
・ 急性期一般入院料２ → 急性期一般入院料１の算定実績
・ 急性期一般入院料３ → 急性期一般入院料１又は２の算定実績

■ 厚生労働省が実施する入院医療等の調査に適切に参加

急性期一般入院料２・３の施設基準

平成30年度診療報酬改定

要件 現行の対象病棟 経過措置

施設基準

病棟群単位の届出病棟、
許可病床数200床未満の一般病棟７対１入院基本料の病棟
で、重症度、医療・看護必要度の該当患者割合が２３％以
上２５％未満の病棟

平成30年３月31日に、当該入院料等を算定している病棟については、平成30年
９月30日までの間は、急性期一般入院料２の施設基準を満たしているものとする。

急性期一般入院料２
及び３の届出要件

許可病床数200床未満の一般病棟７対１入院基本料の病棟
平成30年３月31日に、当該入院料等を届出している病棟については、平成32年

３月31日までの間は、一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰを用いて評価し
ても差し支えない。

一般病棟７対１入院基本料、病棟群単位の届出病棟
平成30年３月31日に、当該入院料等を届出している病棟については、平成32年

３月31日までの間は、継続３か月以上の急性期一般入院料１又は急性期一般
入院料１・２の算定に係る要件を満たしているものとする。

 一般病棟用の重症度、医療・看護必要度の基準等の変更に伴い、該当患者割合及び届出に係
る経過措置を設ける。

経過措置について



 一般病棟用の重症度、医療・看護必要度の見直し及び入院医療の評価体系の見直し等に伴い、入院料等の
施設基準に定められている該当患者割合要件について、見直しを行う．

平成30年度改定前の基準を満たす患者割合の要件

一般病棟７対１入院基本料 25％（23％）

看護必要度加算１（一般） 24％

看護必要度加算２（一般） 18％

看護必要度加算３（一般） 12％

７対１入院基本料（特定、専門） 25％（23％）

看護必要度加算１（特定、専門） 24％

看護必要度加算２（特定、専門） 18％

看護必要度加算３（特定、専門） 12％

７対１入院基本料（結核） 10％

総合入院体制加算１・２ 30％

総合入院体制加算３ 27％

急性期看護補助体制加算

看護職員夜間配置加算
６％

看護補助加算１ ５％

地域包括ケア病棟入院料

特定一般病棟入院料の注７
10％

平成30年度改定後の基準を満たす患者割合の要件

重症度、医療・看護
必要度Ⅰ

重症度、医療・看護
必要度Ⅱ

急性期一般入院料１ 30％ 25％

急性期一般入院料２ －（27％） 24％（22％）

急性期一般入院料３ －（26％） 23％（21％）

急性期一般入院料４ 27％ 22％

急性期一般入院料５ 21％ 17％

急性期一般入院料６ 15％ 12％

７対１入院基本料（特定、専門） 28％ 23％

看護必要度加算１（特定、専門） 27％ 22％

看護必要度加算２（特定、専門） 21％ 17％

看護必要度加算３（特定、専門） 15％ 12％

７対１入院基本料（結核） 11％ ９％

総合入院体制加算１・２ 35％ 30％

総合入院体制加算３ 32％ 27％

急性期看護補助体制加算

看護職員夜間配置加算
７％ ６％

看護補助加算１ ６％ ５％

地域包括ケア病棟入院料

特定一般病棟入院料の注７
10％ ８％

12

（ ）内は200床未満の経過措置

重症度、医療・看護必要度の見直し
各入院基本料等における「重症度、医療・看護必要度」に係る該当患者割合要件の変更

平成30年度診療報酬改定
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シミュレーション条件について

○ 平成31年４月に提出されたDPCデータ（急性期一般入院料）

使用データ

○ 最終的なシミュレーションは以下の条件で行う。

シミュレーション条件

【必要度Ⅰ・Ⅱ共通】
○ 判定基準より、基準②（B14又はB15に該当、かつ、A得点１点以上かつB得点３点以上）を除外
○ A項目より、「免疫抑制剤の管理」を除外（注射剤を除く）
○ C項目に、入院実施割合が90％以上の手術（２万点以上のものに限る）及び検査を追加
○ C項目の評価対象日数を右表の期間に変更

【必要度Ⅱのみ】
○ A項⽬に、⼊院⽇に「救急医療管理加算１・２」⼜は「夜間休⽇救急搬送医学管理料」を算定
した患者を、A得点２点（５日間）として追加（※）

【必要度Ⅰのみ】
○ A項目の「救急搬送後の⼊院」について、現⾏の２⽇間の評価から、５⽇間の評価に変更

※ 救急患者の評価については、H30年度社会医療診療⾏為別統計より当該加算の平均算定回数が約５回

（加算１＝4.95回、加算２＝5.23回）であることを踏まえ、５日間に設定

○ 以下の条件を適用した場合の医療機関ごとの該当患者割合を集計する

○ 必要度ⅠはHファイル、必要度ⅡはEFファイルを用いて該当患者割合を集計（※）
○ レセプト電算処理システム用コードに規定される薬剤については、類似薬等の追加を行った新たなリストを使用

留意点等

現⾏ ⾒直し後

開頭手術 7日間 13日間

開胸手術 7日間 12日間

開腹手術 4日間 7日間

骨の手術 5日間 11日間

胸腔鏡・腹腔鏡手術 3日間 5日間

全身麻酔・脊椎麻酔の手術 2日間 5日間

救命等に係る内科的治療 2日間 5日間

新たに追加する検査 なし 2日間

新たに追加する手術 なし 6日間

※ 新たに追加する手術等、集計にレセプト電算処理システム用コードを用いた診療実績データが必要なものに限り、必要度Ⅱの結果を用いて必要度Ⅰを推計
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必要度Ⅰ×現在の患者割合
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シミュレーション結果① 急性期一般入院料１
（必要度Ⅰ×全条件のシミュレーション）

○ 急性期一般入院料１を算定する病棟のうち、重症度、医療・看護必要度Ⅰの届出施設について、全ての条件を適用した
場合の該当患者割合の分布は以下のとおり。

医療機関数 (n=891)

現在の割合
• 50%tile値 ＝ 35.8%
• 25%tile値 ＝ 33.5%
• 10%tile値 ＝ 32.2%
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必要度Ⅰ×見直し後の患者割合

見直し後の割合
• 50%tile値 ＝ 32.7%
• 25%tile値 ＝ 30.3%
• 10%tile値 ＝ 28.5%
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シミュレーション結果② 急性期一般入院料１
（必要度Ⅱ×全条件のシミュレーション）
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必要度Ⅱ×見直し後の患者割合

見直し後の割合
• 50%tile値 ＝ 32.5%
• 25%tile値 ＝ 29.7%
• 10%tile値 ＝ 27.9%

現在の割合
• 50%tile値 ＝ 32.2%
• 25%tile値 ＝ 29.9%
• 10%tile値 ＝ 27.7%

医療機関数 (n=200)

○ 急性期一般入院料１を算定する病棟のうち、重症度、医療・看護必要度Ⅱの届出施設について、全ての条件を適用した
場合の該当患者割合の分布は以下のとおり。
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シミュレーション結果③ 急性期一般入院料４
（必要度Ⅰ×全条件のシミュレーション）

医療機関数 (n=369)

現在の割合
• 50%tile値 ＝ 34.5%
• 25%tile値 ＝ 31.2%
• 10%tile値 ＝ 28.6%

見直し後の割合
• 50%tile値 ＝ 26.4%
• 25%tile値 ＝ 22.9%
• 10%tile値 ＝ 19.6%

○ 急性期一般入院料４を算定する病棟のうち、重症度、医療・看護必要度Ⅰの届出施設について、全ての条件を適用した
場合の該当患者割合の分布は以下のとおり。
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シミュレーション結果④ 急性期一般入院料１
（必要度Ⅰ・Ⅱ×各条件のシミュレーション）

○ 急性期一般入院料１を算定する病棟のうち、重症度、医療・看護必要度Ⅰ・Ⅱの届出施設それぞれについて、各条件を適
用した場合の該当患者割合の変化は以下のとおり。

現在の割合
現在の基準に
基準②の除外
のみを適用

現在の基準に
救急患者の追加

のみを適用

現在の基準に
全ての条件

を適用

必要度
Ⅰ

50%tile 35.8% 28.8% 36.9% 32.7%

25%tile 33.5% 26.6% 34.5% 30.3%

10%tile 32.2% 24.8% 33.2% 28.5%

必要度
Ⅱ

50%tile 32.2% 27.0% 34.8% 32.5%

25%tile 29.9% 24.7% 32.4% 29.7%

10%tile 27.7% 22.5% 30.9% 27.9%

急性期一般入院料１（必要度Ⅰ・Ⅱ）の届出施設



重症度、医療・看護必要度に係る現状及び課題と論点（案）

【論点】

○ 急性期一般入院料１の重症度、医療・看護必要度の該当患者割合の施設基準について、現在の基準を
設定するに当たって過去に行ったシミュレーション結果や、今回の評価項目・判定基準の見直しの上で
行ったシミュレーション結果を踏まえ、どのように考えるか。

○ 同様に、急性期一般入院料４の該当患者割合の施設基準について、シミュレーション結果を踏まえ、ど
のように考えるか。

○ 急性期一般入院料１及び４の施設基準の検討と併せて、急性期一般入院料２及び３の扱いを含め、急
性期一般入院料の施設基準における該当患者割合の基準値の間隔についても検討してはどうか。

○ 施設基準を検討するに当たって、許可病床数が200床未満の医療機関への対応について、どのように考
えるか。
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中医協 総－３
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